
令 和 ２ 年 ４ 月 2 8 日 発 行
長 崎 県 警 察 本 部
生 活 安 全 企 画 課
℡ 0 9 5 - 8 2 0 - 0 1 1 0

～被害防止のポイント～
・ 不審な電話、封書、メールには安易に対応せず、家族や警察に
相談する
・ 自動通話録音（警告）機を設置する

※ 電話をかけてきた相手に対して、自動で「通話を録音
します」とメッセージを流す機器

・ 留守番電話機能やナンバーディスプレイ機能を活用して、
心当たりのない電話には出ない

相手が誰か分からないまま電話に出て、その話を信用
すると、詐欺被害などにつながる可能性があります。

長崎市内の個人宅に、警察官などを装って、特定の投資会社を推奨する

不審電話が連続してかかってきています。

電話などの内容は次のとおりです。

★ 投資会社から封書（パンフレット）が届く

★ 銀行員を名乗る者から電話がある

（特定の投資会社への投資を勧める内容）

★ 県内警察署の警察官を名乗る男から電話がある

（上記投資会社のことを「悪い会社ではない」と

評して、勧める内容）

※銀行・警察ともに、このような電話をかけた事実はありません。

警察が特定の会社を
推奨することは絶対
にありません！
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